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告 示 

 

鳥取県告示第633号 

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第３項の規定に基づき、次のとおり特定非営利活動法人

の定款の変更の認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により告示す

る。 

特定非営利活動法人の変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

及び活動予算書は、平成25年10月19日までの間、インターネットを利用する方法により公衆の縦覧に供する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 申請のあった年月日 

    平成25年８月19日 

２  申請に係る特定非営利活動法人の名称 

    特定非営利活動法人季の風 

３  申請に係る特定非営利活動法人の代表者の氏名 

豊田 吉彦 

４  申請に係る特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地 

    鳥取市福部町海士459－１ 

５  申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的 

この法人は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病患者に対して、障害福祉サービス及

び相談支援に関する事業を行い、社会福祉に寄与することを目的とする。 

６ 定款の変更事項 

(１) 目的 

(２) 特定非営利活動の種類 

(３) 事業の種類 

                                                    

 

鳥取県告示第634号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第４項の規定によりその

例による場合を含む。）の規定に基づき、医療機関を指定したので、生活保護法第55条の２（中国残留邦人等支

援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 診療所 

名称 所在地 指定年月日 

東岩倉診療所 倉吉市東岩倉町2279 平成25年７月１日 

 

２ 薬局 

名称 所在地 指定年月日 
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なべや薬局パークサイド店 米子市西町86－３ 平成25年７月１日 

 

３ 指定訪問看護事業者等 

名 称 
主たる事務所の

所在地 

訪問看護ステーションの

名称 

訪問看護ステーションの

所在地 
指定年月日 

社会福祉法人鳥取

市社会福祉協議会 

鳥取市富安二丁

目104－２ 

訪問看護ステーションや

すらぎ 

鳥取市青谷町善田31－１ 平成25年６月

28日 

                                                    

 

鳥取県告示第635号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第

14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定に基づき、施術者を指定したので、生活保護法第55

条の２（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定により次のとおり

告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

氏名 住所 施術所の名称 施術所の所在地 指定年月日 

植田 悠郁 倉吉市福守町95－５ 株式会社フレアス 鳥取市南吉方一丁目

114－３ 

平成25年６月24日 

谷口 敏秋 鳥取市河原町天神原

532 

谷口ハリ・灸・マッサージ

治療院 

鳥取市河原町天神原

532 

平成25年６月25日 

〃 〃 
谷口ハリ・灸・マッサージ

治療院河原出張所 

鳥取市河原町河原72

－26 
〃 

                                                    

 

鳥取県告示第636号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地を変更した

旨の届出があったので、同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

名称 所在地 変更年月日 

訪問看護ステーションほんわか 米子市茶町25 平成25年４月１日 

                                                    

 

鳥取県告示第637号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定に基づき、指定医療機関から所在地を変更した旨の届出

があったので、同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 
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名称 所在地 変更年月日 

いながき歯科医院 鳥取市商栄町398－８ 平成25年４月１日 

                                                    

 

鳥取県告示第638号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定に基づき、指定医療機関から診療所を廃止した旨の届出

があったので、同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

名称 所在地 廃止年月日 

東岩倉診療所 倉吉市東岩倉町2227 平成25年６月30日 

                                                    

 

鳥取県告示第639号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第４項の規定

によりその例による場合を含む。）の規定に基づき、介護機関を指定したので、生活保護法第55条の２（中国残

留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 居宅介護事業者 

名 称 
主たる事務所

の所在地 
居宅介護事業所の名称 

居宅介護事業所の

所在地 

居宅介護事業の

種類 
指定年月日 

株式会社

あかり 

米子市東福原

七丁目10－35 

ヘルパーステーション

あゆみ 

西伯郡伯耆町大殿

1089－８ 

訪問介護 平成25年６月

１日 

株式会社

瑞庵 

鳥取市吉方温

泉二丁目169 

デイサービスいきいき

いっぽ 

鳥取市吉方温泉二

丁目169 

通所介護 平成25年７月

１日 

株式会社

ＧＲＡＺ

ＩＥ 

境港市蓮池町

12－２ 

リハビリデイサービス

ｎａｇｏｍｉ米子店 

米子市目久美町42

－１ 〃 〃 

株式会社

あかり 

米子市東福原

七丁目10－35 

デイサービスあゆみ 西伯郡伯耆町大殿

1089－８ 
〃 

平成25年７月

４日 

株式会社

福老 

鳥取市行徳三

丁目745 

デイサービスふくろう 鳥取市行徳三丁目

745 
〃 

平成25年８月

１日 

鳥取中央

農業協同

組合 

倉吉市越殿町

1409 

ＪＡ鳥取中央福祉セン

ターひだまり福祉用具

貸与・特定福祉用具販

売事業所 

倉吉市上福田522－

３ 

福祉用具貸与 平成25年６月

１日 

医療法人

養和会 

米子市上後藤

三丁目５－１ 

訪問介護仁風荘こうや

まち 

米子市紺屋町104－

２ 

定期巡回・随時

訪問介護看護 

平成25年７月

１日 
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２ 介護予防事業者 

名 称 
主たる事務所

の所在地 
介護予防事業所の名称 

介護予防事業所の

所在地 

介護予防事業の

種類 
指定年月日 

株式会社

あかり 

米子市東福原

七丁目10－35 

ヘルパーステーション

あゆみ 

西伯郡伯耆町大殿

1089－８ 

介護予防訪問介

護 

平成25年６月

１日 

株式会社

瑞庵 

鳥取市吉方温

泉二丁目169 

デイサービスいきいき

いっぽ 

鳥取市吉方温泉二

丁目169 

介護予防通所介

護 

平成25年７月

１日 

株式会社

ＧＲＡＺ

ＩＥ 

境港市蓮池町

12－２ 

リハビリデイサービス

ｎａｇｏｍｉ米子店 

米子市目久美町42

－１ 〃 〃 

株式会社

福老 

鳥取市行徳三

丁目745 

デイサービスふくろう 鳥取市行徳三丁目

745 
〃 

平成25年８月

１日 

社会福祉

法人青谷

福祉会 

鳥取市青谷町

善田27－１ 

指定短期入所生活介護

事業所なりすな 

鳥取市青谷町善田

27－１ 

介護予防短期入

所生活介護 

平成25年６月

24日 

鳥取中央

農業協同

組合 

倉吉市越殿町

1409 

ＪＡ鳥取中央福祉セン

ターひだまり福祉用具

貸与・特定福祉用具販

売事業所 

倉吉市上福田522－

３ 

介護予防福祉用

具貸与 

平成25年６月

１日 

 

３ 居宅介護支援事業者 

名 称 
主たる事務所

の所在地 
居宅介護支援事業所の名称 

居宅介護支援事業所の所

在地 
指定年月日 

特定非営

利活動法

人ルピナ

ス 

鳥取市湖山町

南三丁目237

－１ 

特定非営利活動法人ルピナス湖山

居宅介護支援事業所 

鳥取市湖山町南三丁目237

－１ 

平成25年７月

１日 

白鳥ケア

サービス

株式会社 

米子市皆生温

泉二丁目14－

13 

ケアプランはくちょう 米子市皆生温泉二丁目14

－13 

平成25年８月

１日 

 

４ 特定福祉用具販売事業者 

名 称 
主たる事務所

の所在地 
特定福祉用具販売事業所の名称 

特定福祉用具販売事業所

の所在地 
指定年月日 

鳥取中央

農業協同

組合 

倉吉市越殿町

1409 

ＪＡ鳥取中央福祉センターひだま

り福祉用具貸与・特定福祉用具販

売事業所 

倉吉市上福田522－３ 平成25年６月

１日 

 

５ 特定介護予防福祉用具販売事業者 

名 称 
主たる事務所

の所在地 

特定介護予防福祉用具販売事業所

の名称 

特定介護予防福祉用具販

売事業所の所在地 
指定年月日 

鳥取中央

農業協同

組合 

倉吉市越殿町

1409 

ＪＡ鳥取中央福祉センターひだま

り福祉用具貸与・特定福祉用具販

売事業所 

倉吉市上福田522－３ 平成25年６月

１日 
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鳥取県告示第640号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定に基づき、指定

介護機関から事業所の名称又は所在地を変更した旨の届出があったので、同法第55条の２の規定により次のとお

り告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 居宅介護事業者 

名称 
主たる事務所の

所在地 
居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 変更年月日 

株式会社ハピネ

ライフケア鳥取 

米子市錦町三丁

目77 

ハピネデイサービスセ

ンター立川 

鳥取市立川町六丁目250

－３ 

平成23年７月４日 

 

２ 介護予防事業者 

名称 
主たる事務所の

所在地 
介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 変更年月日 

株式会社ハピネ

ライフケア鳥取 

米子市錦町三丁

目77 

ハピネデイサービスセ

ンター立川 

鳥取市立川町六丁目250

－３ 

平成23年７月４日 

 

３ 居宅介護支援事業者 

名称 
主たる事務所の

所在地 

居宅介護支援事業所の

名称 

居宅介護支援事業所の所

在地 
変更年月日 

株式会社ハピネ

ライフケア鳥取 

米子市錦町三丁

目77 

ハピネ居宅介護支援セ

ンター雲山 

鳥取市興南町124 平成24年５月14日 

                                                    

 

鳥取県告示第641号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定に基づき、指定

介護機関から居宅介護事業及び介護予防事業を廃止した旨の届出があったので、同法第55条の２の規定により次

のとおり告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 居宅介護事業者 

名  称 
主たる事務所の

所在地 
居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 廃止年月日 

田中 明輔 鳥取市吉方温泉

三丁目807 

田中外科内科 鳥取市吉方温泉三丁目807 平成24年６月30日 

坂口設備工業

株式会社 

鳥取市古海242

－２ 

デイサービスふくろう 鳥取市行徳三丁目745 平成25年７月31日 
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２ 介護予防事業者 

名  称 
主たる事務所の

所在地 
介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 廃止年月日 

田中 明輔 鳥取市吉方温泉

三丁目807 

田中外科内科 鳥取市吉方温泉三丁目807 平成24年６月30日 

坂口設備工業

株式会社 

鳥取市古海242

－２ 

デイサービスふくろう 鳥取市行徳三丁目745 平成25年７月31日 

                                                    

 

鳥取県告示第642号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を認可した

ので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 施行者の名称 

  岩美町 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  岩美都市計画下水道事業 岩美町公共下水道 

３ 事業施行期間 

 平成３年２月22日から平成30年３月31日 

（変更前）平成３年２月22日から平成27年３月31日 

４ 事業地 

(１) 収用の部分  

変更なし 

(２) 使用の部分  

追加する部分 

    岩美郡岩美町大字岩本字新道の一部 

                                                    

 

鳥取県告示第643号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に基づき、八頭町長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により

告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 作業種類  公共測量（空中写真撮影・数値地形図作成） 

２ 作業期間  平成25年８月１日から平成26年３月14日まで 

３ 作業地域  八頭郡八頭町 

                                                    

 

鳥取県告示第644号 
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介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を指定したの

で、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 

 

事業者の名称又は

氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
指定年月日 サービスの種類 

株式会社クリエイテ

ィブサポート 

ポラリスデイサービ

スセンター彦名 

米子市彦名町29－

７ 

平成25年９月１日 通所介護 

                                                    

 

鳥取県告示第645号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者を指定し

たので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 

 

事業者の名称又は

氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
指定年月日 サービスの種類 

株式会社クリエイテ

ィブサポート 

ポラリスデイサービ

スセンター彦名 

米子市彦名町29－

７ 

平成25年９月１日 介護予防通所介護 

                                                    

 

鳥取県告示第646号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅

サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 

 

事業者の名称又

は氏名 

指定に係る事業

所の名称 

指定に係る事業

所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

アースサポート

株式会社 

アースサポート

米子 

米子市道笑町四

丁目４－８ 

平成25年８月

７日 

平成25年８月

31日 

訪問介護及び訪問

入浴介護 

                                                    

 

鳥取県告示第647号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 
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事業者の名称又

は氏名 

指定に係る事業

所の名称 

指定に係る事業

所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

アースサポート

株式会社 

アースサポート

米子 

米子市道笑町四

丁目４－８ 

平成25年８月

７日 

平成25年８月

31日 

介護予防訪問介護

及び介護予防訪問

入浴介護 

                                                    

調 達 公 告 

 

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  可搬型モニタリングポスト ７局 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  平成25年８月７日 

４ 落札者の名称及び所在地  富士電機株式会社 中国支社 

               広島県広島市中区銀山町14－18 

５ 落 札 金 額  31,458,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  平成25年７月19日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県危機管理局原子力安全対策課 

 及び所在地          鳥取市東町一丁目271 

                                                    

 

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

  平成25年８月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  鳥取県通信指令・総合指揮システム賃貸借及び保守業務 一式 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  平成25年７月29日 

４ 落札者の名称及び所在地  富士通株式会社鳥取支店 

               鳥取市永楽温泉町271 

５ 落 札 金 額  月額7,175,070円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  平成25年６月18日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県警察本部警務部会計課  

 及び所在地         鳥取市東町一丁目271 

 


